
平成30年６月１日号 45

介
護
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

平
成
30
年
４
月
か
ら
段
階
的
に
実
施

　
　
４
月
か
ら
の
変
更

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た

と
き
の
、
利
用
者
負
担
の
変
更

　

介
護
報
酬
改
定
に
と
も
な
い
、

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た

と
き
に
支
払
う
金
額
が
変
更
さ
れ

ま
し
た
。

介
護
保
険
施
設
に「
介
護
医
療
院
」

の
創
設

　
日
常
的
な
医
学
管
理
が
必
要
な

重
度
介
護
者
を
受
け
入
れ
る
た
め

の
施
設
と
し
て
、
介
護
医
療
院
が

創
設
さ
れ
ま
し
た
。

「
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
」
の
創
設

　
介
護
保
険
と
障
害
者
福
祉
の
両

方
を
担
う
「
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
」

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
　

８
月
か
ら
の
変
更

65
歳
以
上
で
現
役
世
代
並
み
の
所

得
が
あ
る
方
は
、
利
用
者
負
担
が

３
割
へ　
　

　
こ
れ
ま
で
利
用
者
負
担
が
２
割

だ
っ
た
方
で
、
特
に
所
得
の
高
い

方
の
負
担
割
合
が
３
割
に
変
更
さ

れ
ま
す
。

　

利
用
者
負
担
が
３
割
に
な
る

方
は
、
利
用
者
本
人
の
合
計
所
得

が
２
２
０
万
円
以
上
で
、
同
一
世

帯
の
65
歳
以
上
の
方
（
本
人
含

む
）
の
年
金
収
入
＋
そ
の
他
の
合

計
所
得
金
額
が
、
単
身
世
帯
で

３
４
０
万
円
以
上
、
２
人
以
上
世

帯
で
４
６
３
万
円
以
上
の
方
で
す
。

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度

の
所
得
区
分
が
変
更　

　
年
間
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
費

と
医
療
費
の
自
己
負
担
が
一
定
の

限
度
額
を
超
え
た
と
き
に
、
超
え

た
分
が
支
給
さ
れ
る「
高
額
医
療・

高
額
介
護
合
算
制
度
」
の
限
度
額

が
一
部
変
更
さ
れ
ま
す
（
70
歳
未

満
の
方
の
み
の
世
帯
は
変
更
あ
り

ま
せ
ん
）。

　
　
10
月
か
ら
の
変
更

福
祉
用
具
貸
与
に
つ
い
て
適
正
価

格
が
公
表
さ
れ
ま
す

　

福
祉
用
具
貸
与
の
利
用
者
に
、

商
品
の
全
国
平
均
貸
与
価
格
と
そ

の
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
の
貸
与

価
格
の
両
方
の
提
示
と
機
能
の
説

明
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　
　
介
護
保
険
料
が
改
定

　
平
成
30
年
度
か
ら
32
年
度
ま
で

の
介
護
保
険
料
の
改
定
が
行
わ

れ
、
基
準
額
は
月
額
５
、１
０
０

円
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
所
得

段
階
に
つ
き
ま
し
て
も
、
13
段
階

に
細
分
化
し
ま
し
た
。

　
　
保
険
料
を
通
知
し
ま
す

　
介
護
保
険
料
は
、
前
年
の
所
得

（
収
入
）
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
決
定
通
知
は
、
７
月

中
旬
に
通
知
し
ま
す
。

所得段階 基準
保険料

率 月額(円) 年額(円)

第１段階
・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
・課税年金収入額と合計所得金額の合計から年金収入に係る所得

を控除した額が80万円以下の方

基準額× 0.45 2,295 27,540

第２段階 ・課税年金収入額と合計所得金額の合計から年金収入に係る所得
を控除した額が80万円超120万円以下の方 基準額× 0.75 3,825 45,900

第３段階 ・課税年金収入額と合計所得金額の合計から年金収入に係る所得
を控除した額が120万円超の方 基準額× 0.75 3,825 45,900

第４段階
・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税

で、課税年金収入額と合計所得金額の合計から年金収入に係る
所得を控除した額が80万円以下の方

基準額× 0.90 4,590 55,080

第５段階
（基準額）

・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税
で、課税年金収入額と合計所得金額の合計から年金収入に係る
所得を控除した額が80万円超の方

基準額× 1.00 5,100 61,200

第６段階 ・本人が市民税課税で合計所得金額の合計が120万円未満の方 基準額× 1.20 6,120 73,440

第７段階 ・本人が市民税課税で合計所得金額の合計が120万円以上200万
円未満の方 基準額× 1.30 6,630 79,560

第８段階 ・本人が市民税課税で合計所得金額の合計が200万円以上300万
円未満の方 基準額× 1.50 7,650 91,800

第９段階 ・本人が市民税課税で合計所得金額の合計が300万円以上400万
円未満の方 基準額× 1.60 8,160 97,920

第10段階 ・本人が市民税課税で合計所得金額の合計が400万円以上500万
円未満の方 基準額× 1.70 8,670 104,040

第11段階 ・本人が市民税課税で合計所得金額の合計が500万円以上600万
円未満の方 基準額× 1.80 9,180 110,160

第12段階 ・本人が市民税課税で合計所得金額の合計が600万円以上800万
円未満の方 基準額× 1.90 9,690 116,280

第13段階 ・本人が市民税課税で合計所得金額の合計が800万円以上の方 基準額× 2.00 10,200 122,400
※合計所得金額については、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除を控除
した額となります。

第１号被保険者介護保険料（平成 30 年度～ 32 年度）

★
介
護
保
険
課
☎
㉕
１
７
１
９

介
護
保
険
利
用
者
負
担
金
助
成
制

度
、負
担
限
度
額
認
定
の
申
請
（
更

新
）
を
忘
れ
ず
に

　
申
請
月
分
か
ら
対
象
に
な
り
ま
す
。
制
度
を

利
用
し
た
い
方
は
、
事
前
に
受
給
資
格
の
認
定

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

①
介
護
保
険
利
用
者
負
担
金
助
成
制
度

　
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、
利
用
者

負
担
金
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。
現
在

の
利
用
者
の
有
効
期
限
は
７
月
末
で
す
。
継
続

す
る
場
合
は
、再
度
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、
４
月
１
日

時
点
で
次
の
要
件
を
満
た
す
人
（
生
活
保
護

受
給
者
を
除
く
）

・
平
成
30
年
度
の
市
民
税
が
世
帯
全
員
非
課
税

世
帯
で
老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

…
利
用
者
負
担
金
の
２
分
の
１
を
助
成

・
平
成
30
年
度
の
市
民
税
が
世
帯
全
員
非
課
税

の
人
…
利
用
者
負
担
金
の
４
分
の
１
を
助
成

用
意　
対
象
者
名
義
の
通
帳
、
印
鑑
（
朱
肉
を

使
う
も
の
）

※
左
記
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
（
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
）
サ
ー
ビ
ス

・
特
定
施
設
入
居
生
活
介
護
（
有
料
老
人
ホ
ー

ム
等
）
サ
ー
ビ
ス

・
別
の
減
額
制
度
等
に
よ
り
、
利
用
者
負
担
金

が
減
額
に
な
っ
て
い
る
も
の

②
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

　

介
護
保
険
で
施
設
サ
ー
ビ
ス
や
短
期
入
所

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
を
利
用
し
た
場
合
、
居

住
費
や
食
費
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
で

す
。
現
在
利
用
し
て
い
る
方
の
有
効
期
限
は
７

月
末
で
す
。
継
続
す
る
場
合
は
、
再
度
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象

・
平
成
30
年
度
の
市
民
税
に
つ
い
て
、
別
世
帯

の
配
偶
者
（
事
実
婚
の
配
偶
者
含
む
）
及
び

世
帯
全
員
が
非
課
税
の
人

・
預
貯
金
等
が
単
身
の
場
合
１
、
０
０
０
万
円

以
下
、
夫
婦
の
場
合
は
２
、
０
０
０
万
円
以

下
の
人

用
意

・
平
成
29
年
度
の
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
・
本
人
及
び
配
偶
者
の
預
貯
金
通
帳
の
写
し

（
申
請
日
に
で
き
る
だ
け
近
い
時
点
の
も
の
）

・
価
格
評
価
が
容
易
な
も
の
（
有
価
証
券
、
投

資
信
託
等
）
に
つ
い
て
は
資
産
評
価
を
確
認

で
き
る
書
類(

入
手
が
容
易
な
も
の
に
限
る)

・
印
鑑
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

《
①
②
共
通
》

受
付
期
間　
６
月
18
日
㈪
～
７
月
31
日
㈫
（
土

日
・
休
日
を
除
く
）

受
付
場
所　
介
護
保
険
課
（
市
役
所
１
階
）、

市
民
福
祉
課
（
ア
ス
ピ
ア
こ
だ
ま
内
）


